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議案第111号 

 

幕別町発達支援センター条例の一部を改正する条例 

 

幕別町発達支援センター条例（平成24年条例第８号）の一部を次のように改める。 

 

 第２条に次の１項を加える。 

２ センターに次のとおり分室を置く。 

名称 幕別町発達支援センター忠類分室 

位置 幕別町忠類白銀町384番地10 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の 

日から施行する。 

（準備行為） 

２ 町長は、この条例の施行の日前においても、分室が行う事業の実施のために必 

要な準備行為をすることができる。 

 

 

 

  


